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認知症介護家族の交流会

とき　１１月２５日、午後１時３０分～３時

ところ　金剛公民館　

内容　講話「アロマの効果」、参加者同

士での情報交換、交流会

対象者　市内在住で認知症の人を介護

されている人（認知症の人が市内在住

の場合も可）　

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　１１月１９日までに高齢介護

課（内線１９６）へ（申し込み多数の場合

抽選）　※認知症の人も参加いただけ

ます。ぜひ、ご一緒にお申し込みくだ

さい。
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認知症予防教室

とき　１２月４日～２５日の毎週金曜日、

午前９時４５分～１１時４５分（全４回）

ところ　けあぱる

内容　認知症に関する講義、認知症予

防に効果的な運動や食事など

対象者　市内在住で６５歳以上の人　

定員　３０人　

参加費　無料

申し込み　１１月２４日までにウエルネ

スけあぱるへ（電話申し込み可）　

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

膝痛改善教室

とき　１２月２日～１６日の毎週水曜日、

午後１時３０分～３時３０分（全３回）

ところ　すばるホール　

内容　整形外科医による講義、膝痛改

善に向けた運動や食事のポイントなど

対象者　市内在住で６５歳以上の人　

定員　２５人　

参加費　無料

申し込み　１１月２２日までにウエルネ

スけあぱるへ（電話申し込み可）　

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。



とんだばやし人権セミナー　
「多文化共生の地域づくり～
生活者として外国人が暮らす
ために～」

　近年、日本では多文化多民族化が進

行しており、本市においても外国人住

民が１０００人に迫ろうとしています。

　このたび、生活者として暮らす外国

人を地域社会の一員として受け入れる

多文化共生の意識を高めるため、同セ

ミナーを開催します。

とき　１１月１７日、午前９時３０分～正午

ところ　市消防本部

定員　４０人（申し込み先着順）

参加費　無料　

申し込み　１１月６日～、人権文化セ

ンターまたはＮＰＯ法人とんだばやし

国際交流協会〔(２４)２６２２〕へ

ヘルスメイトの料理教室       
「ステキに歳を重ねるために」 

　高齢期を上手に過ごすために、年齢

による体の変化を知り、これからの食

生活のどんな事に気を付ければいいか

学んでみませんか。

とき　１２月７日、午前１０時～午後１時

ところ　保健センター　

内容　調理実習、講義　

対象者　市内在住で４０歳以上の人

定員　３０人　参加費　３００円

申し込み　１１月２０日（必着）までに、

はがきに教室名、参加者の住所、氏名、

年齢、性別、電話番号を記入し、５８４-

００８２向陽台一丁目３の３５　保健セン

ター内食生活改善推進協議会へ（申し

込み多数の場合抽選）

問い合わせ　溝川さん〔(２４)４０５５〕、

本多さん〔(２５)９３５４〕

 

「語ろうよ！安心して逝ける
まちづくり」南河内の集い

とき　１１月２９日、午前１０時～午後４

時（午前９時３０分～受け付け）　

ところ　大阪大谷大学　※駐車場はあ

りませんので、公共交通機関でご来場

ください。

内容　第１部＝パネルディスカッショ

ン「孤立死と市民活動」（午前１０時～正

午）、第２部＝分科会「私の逝き方～当

事者として、どんな逝き方をめざすの

か～」など４つのワークショップから

いずれかを選択（午後１時３０分～４時）

※第１部、第２部のみの参加可。

定員　２００人　参加費　無料

申し込み　市民公益活動支援センター

または市民協働課に備え付けの申込書

に必要事項を記入し、１１月２０日まで

に同支援センター〔(７４)５５０５〕へ（申

し込み多数の場合抽選）

介護職員初任者研修受講生募集

とき　１２月１２日～２８年４月３０日

ところ　村田医院文化センター棟室

（青葉丘８の１４）、デイサービスセン

ターさえずり（五軒家一丁目２５の１０）

内容　通学２０回、通信教育（添削４回）

※研修終了後、心肺蘇生練習キットを

お渡しします。

定員　２０人（申し込み先着順）

受講料　６万９８００円（教材費含む）　

※高校生以上の学生は４万８８６０円。た

だし、学生証の提示が必要です。

申し込み　１１月６日～、ＮＰＯ法人

サンキューネット〔０７２(３６５)２３５２〕へ

講座･催し
家事家計講習会                    
「めざせ生活上手さん」

とき　１１月１２日、午前１０時～１１時３０分

ところ　レインボーホール（市民会館）

定員　３０人（申し込み先着順）　※保育

あり（有料、要予約）。

参加費　３５０円（資料代）

申し込み　１１月６日～、川口さん

〔０９０(１４８２)９７０９〕へ

府民公開講座                       
「どうしますか？インフルエ
ンザ・肺炎になったとき！」

とき　１１月２８日、午後２時～４時

ところ　府立呼吸器・アレルギー医療

センター（羽曳野市はびきの三丁目７

の１）　

定員　１００人（申し込み先着順）

参加費　無料　※手話通訳あり。

申し込み　１１月６日～２５日まで

に、ファクスで講座名、参加者の氏名、

電話番号、参加人数、会場までの交通

手段を記入し、同医療センター〔０７２

(９５７)２１２１・０７２(９５７)６２８５〕へ（電話

申し込み可）

ワンポイント！介護講習会

　在宅介護に必要な介護方法につい

て、講義や実技を取り入れた同講習会

を開催します。

とき　１１月２７日、午後２時～３時３０分

ところ　市消防本部

内容　服薬管理の工夫、服薬介助の際

の注意点など　定員　３０人　

参加費　無料　持ち物　飲み物

申し込み　１１月２６日までに高齢介護

課（内線１９６）へ（申し込み多数の場合

抽選）

２３

※広告の問い合わせは、ＳＴ綜合広告〔０７２(３６８)１２２７・０７２(３６８)１２２８〕へ。



 

市非常勤職員を募集

募集業務　①保育業務、②時間外保育

業務（ＡおよびＢ）、③保育園調理業務

※業務内容や勤務日など詳しくは実施

要領をご覧ください。

任用期間　２８年４月１日～２９年３月

３１日　

※勤務成績などにより翌年度の契約更

新が可能（上限あり）です。

受験資格　①②保

育士資格を有する

人、または２８年３

月３１日までに資

格取得見込みの

人、③調理師免許を有する人、または

２８年３月３１日までに資格取得見込み

の人　

採用人数　①１２人程度、②２９人程度、

③５人程度

試験日・内容　１２月２０日、書類審査、

面接試験　

※面接時間・場所については、申し込

み時にお知らせします。

合格発表　１２月末までに本人へ通知

申し込み　１１月９日～１２月１１日ま

で（土・日曜日、祝日を除く午前９時

～午後５時３０分）に、所定の申込書に

写真を貼って必要事項を記入し、資格

証明書の写しを添えてこども未来室

（内線２９０）へ（郵送不可）　

※申込書、実施要領は１１月９日～、

人事課（内線３２２）およびこども未来室

で配布（市ウェブサイトの各課のペー

ジ「人事課」からダウンロードもでき

ます）。

募　集
市臨時的任用職員（市役所業
務一般事務）登録者を募集

　市役所などに勤務し、業務の補助を

する市臨時的任用職員（アルバイト）

の登録者を募集しています。

勤務時間　月～金曜日、午前９時～午

後５時３０分の間で５～７.５時間（内４５分

間休憩有り）など　

時間給　８８０円（別途、市の規程による

交通費を支給）

申し込み　人事課で配布する所定のエ

ントリーシートに写真を貼って必要事

項を記入し、土・日曜日、祝日を除く、

午前９時～午後５時３０分に、人事課（内

線３２３）へ（郵送不可）　※エントリー

シートは市ウェブサイトの各課のページ

「人事課」からダウンロードもできます。

統計調査員を募集

　本市では、国が実施するさまざまな

基幹統計調査を実施するために、調査

票の配布・回収・点検をしていただく

統計調査員を募集しています。

　同調査は、年１～２回実施され、調

査があるごとに登録された人の中から

統計調査員を選任します。

登録資格　２０歳以上の人　※職種など

により登録できない場合がありますの

で、詳しくはお問い合わせください。

報酬　調査の種類・件数などにより異

なります（２～５万円程度）

申し込み　総務課で配布する所定の申

込書に必要事項を記入し、土・日曜日、

祝日を除く午前９時～午後５時３０分に

総務課（内線３３１、３３３）へ（郵送不可）

※申込書は、市ウェブサイトの各課の

ページ「総務課」からダウンロードも

できます。

陸上自衛隊高等工科学校       
生徒募集

高校同等教育　防衛大学校などへの進

学機会あり、修学年限３年、高卒資格

取得

国家公務員の身分と待遇　期末手当年

２回、週休２日制、年末年始休暇など

あり。被服類、寝具、食事、宿舎費は

無料

応募資格　日本国籍を有する中卒（見

込み含む）～１７歳未満の男子

受付期間　１１月１日～２８年１月８日

試験日　２８年１月２３日

※応募方法など詳しくはお問い合わせ

ください。

問い合わせ　自衛隊富田林地域事務所

〔(２４)３７９９〕

  

献血にご協力を

とき・ところ　１１月７日、午前１０時

～午後４時３０分＝藍野大学短期大学

部、１５日、午前１０時～午後３時＝大

阪大谷大学、２１日、午前１０時～正午、

午後１時～４時＝金剛中学校、２８日、

午前１０時～正午＝富田林小学校、２９日

、午前１０時～午後２時＝喜志小学校

対象者　１８～６９歳で体

重が５０㌔以上の人（６５

歳以上の人は６０～６４歳

の間に献血の経験があ

る人に限ります）　※ただし、男性は１７

歳から可。その他の条件などについて

はお問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会（総合

福祉会館内）〔(２５)８２６１〕

福　祉

各施設の電話番号は31ページをご覧ください

２４

※広告の問い合わせは、ＳＴ綜合広告〔０７２(３６８)１２２７・０７２(３６８)１２２８〕へ。



 

今月から新しい被保険者証で
受診してください

　国民健康保険証が１１月１日の一斉

更新により変わりま

した。受診されると

きは、新しい被保険

者証を医療機関へ提

示してください。

　なお、被保険者証

が届いていない場合は、お問い合わせ

ください｡

問い合わせ　保険年金課（内線１５１、１５５）

 

社会保険料控除証明書が送付
されます

　国民年金保険料は、所得税および住

民税の申告において全額が社会保険料

控除の対象となります。その年の１月

１日から１２月３１日までに納付した国民

年金保険料が対象です。社会保険料控

除を受けるためには、保険料を納付し

たことを証明する書類の添付が義務付

けられています。

　このため、２７年１月１日から９月３０

日までの間に保険料を納付した人に

は、１１月上旬に日本年金機構から社会

保険料（国民年金保険料）控除証明書

が送付されます。年末調整や確定申告

の手続きの際には必ずこの証明書を添

付してください。

　また、年の途中から国民年金に加入

した場合など、１０月１日から１２月３１日

までの間に初めて保険料を納付した人

には、翌年２月上旬に同証明書が送付

されます。

　ご家族の国民年金保険料を納付され

た場合も本人の社会保険料控除に加え

ることができますので、ご家族に送ら

れた同証明書を添付して申告してくだ

さい。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

国民健康保険

国民年金

扶養親族等申告書の提出を

　老齢や退職を支給事由とする年金

は、所得税の課税対象となります（障が

い年金、遺族年金は課税されません）。

　課税対象者は、６５歳未満の場合は受

給している年金額が１０８万円以上の人、

６５歳以上の場合は１５８万円以上の人で

す。課税対象者には、毎年１１月上旬ま

でに日本年金機構から同申告書が送付

されますので、１１月３０日までに必ず

提出してください。この申告書によ

り、翌年中に受給する年金にかかる所

得税の源泉徴収税額が決まります。

　提出のない場合、各種控除が受けら

れず、所得税の源泉徴収税額が多くな

る場合があります。　

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

 

都市計画税とは

　都市計画税は、都市計画事業（下水

道・公園・道路などを整備すること）

や土地区画整理事業に要する費用に充

てるために設けられた目的税です。

　２６年度の都市計画税の歳入額は約９

億８６８８万円となりました。

　同税はより良いまちづくりのための

大切な税金です。必ず納期内に納めて

ください。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１６）

年末調整説明会を開催します

　給与の支払い者（事業主）を対象に、

同説明会を開催します。

とき　１１月１７日、午後２時～４時

ところ　すばるホール大ホール　

問い合わせ　富田林税務署〔(２４)３２８１〕

税を考える週間

　１１月１１日～１７日は、税を考える

週間です。国税庁ホームページ

〔http://www.nta.go.jp/〕では、税の

役割や税務署の仕事について、イラス

トや動画で紹介していますので、ぜひ

ご覧ください。

問い合わせ　富田林税務署〔(２４)３２８１〕

税

個人事業税の第２期分納期です

　納期限は１１月３０日ですので、８月

に送付している納付書により納めてく

ださい。納付書を破損・紛失した場合

は、府税事務所へご連絡ください。

※納付には便利で安心、安全な口座振

替制度をご利用ください。

問い合わせ　南河内府税事務所〔(２５)

１１３１〕

 

水道メーターの取り替えに    
ご理解とご協力を

　水道メーターは、計量法により使用

有効期間が８年と定められているた

め、本市では有効期限が迫った水道

メーター（私設の参考メーターは除く）

を順次取り替えています。

　メーター交換を予定しているお宅に

は、事前に「お知らせチラシ」を配布

しますのでご協力をお願いします。

取り替えに際してのお願い

○メーターボックスの上に物や車を置

かないでください。

○メーター交換のときは１５～３０分程

度、水を止めさせていただきますので

ご了承ください。

○交換後、水が白く濁る場合がありま

すが、空気が混入しているだけですの

で問題はありません。少し水を出して

いただければ解消します。

　メーター交換は無料となっています

ので代金をいただくことはありませ

ん。なお、委託業者は上下水道部発行

の証明書を携帯していますのでご確認

ください。

　また、塀や擁壁の工事などでメー

ターの位置を変更する場合は、指定工

事業者を通じて、検針しやすい場所に

移設してください。

　工事については、市指定給水装置工

事業者または市管工事業協同組合

〔０１２０(０３２)４９７〕へお問い合わせく

ださい（月～金曜日の午後５時３０分以

降と土・日曜日、祝日は市役所宿直室

〔(２５)１０００〕へ）。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

上下水道

２５


